
掛川市会計規則の一部を改正する規則 

 掛川市会計規則（平成17年掛川市規則第32号）の一部を次のように改正する。 

第102条第１項中「、歳入受入票（様式第26号）により会計別に区分し」を削り、同項中「領収

日」を「扱日」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

  



別表第１（第54条関係） 

 

設 置 箇 所 出納員となる者 委 任 事 務 

総務部 行政課 課長の職にある者 所管に属する事務事
業に係る収入金及び
歳入歳出外現金の収
納及び保管 

人事課 

財政課 

資産経営課 

納税課 

市税課 

資産税課 

企画政策部 企画政策課 

広報・シティプロ
モーション課 

ＤＸ推進課 

市民課 

協働環境部 生涯学習協働推進課 

文化・スポーツ振興
課 

環境政策課 

健康福祉部 福祉課 

健康医療課 

長寿推進課 

国保年金課 

地域包括ケア推進課 

こども希望部 こども政策課 

こども希望課 

産業経済部 産業労働政策課 

観光交流課 

農林課 

お茶振興課 

  



 

都市建設部 

 

 

 

     
  

都市政策課 

 
 

土木防災課 

基盤整備課 

維持管理課 

 上下水道部 下水道課 

危機管理部 危機管理課 

支所 支所長の職にある者 

出納局 出納局次長の職にある者 会計管理者が命ずる
収入金の収納 

教育部 教育政策課 課長の職にある者 所管に属する事務事
業に係る収入金及び
歳入歳出外現金の収
納及び保管 

こども給食課 

学校教育課 

図書館 館長の職にある者 

議会事務局 局長の職にある者 

監査委員事務局 局長の職にある者 

消防本部 消防総務課 課長の職にある者 

予防課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第54条関係） 

 

設 置 箇 所 分任出納員となる者 委 任 事 務 

総務部 行政課 所属職員のうち出納員か
ら委任を受けた者 

所管に属する事務事
業に係る収入金及び
歳入歳出外現金の収
納及び保管 

人事課 

財政課 

資産経営課 

納税課 

市税課 

資産税課 

企画政策部 企画政策課 

広報・シティプロ
モーション課 

ＤＸ推進課 

市民課 

協働環境部 生涯学習協働推進課 

文化・スポーツ振興
課 

環境政策課 

健康福祉部 福祉課 

健康医療課 

長寿推進課 

国保年金課 

地域包括ケア推進課 

こども希望部 こども政策課 

こども希望課 

産業経済部 産業労働政策課 

観光交流課 

農林課 

お茶振興課 

  



 

都市建設部 

 

 

 

     
  

都市政策課 

  

土木防災課 

基盤整備課 

維持管理課 

 上下水道部 下水道課 

危機管理部 危機管理課 

支所 

出納局 

教育部 教育政策課 

こども給食課 

学校教育課 

図書館 

議会事務局 

監査委員事務局 

消防本部 消防総務課 

予防課 

  

 様式第３号を次のように改める。 



 様式第３号（第９条関係） 

 
 
掛川市 納付書兼領収証書 

 

掛川市 納入済通知書 記入例 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０  

様 様 

      

年度会計 科目コード 所 属 通知書番号 
   
  

年度会計 科目コード 所 属 通知書番号 
  

 
       

     
         

    
  

12 
  

              
   

金 額 
   

金 額  円 

     

                            

  ， ， ，   
 
    
  

 年度 会計 所属   年度 会計 所属  

 繰入金内容    繰 入 金 内 容   

 

登録番号 

適用税率 10％ ・ ８％ 

消費税額           円 

上記のとおり納付します。 

年 月 日 

※この通知書は直接機械で読み取りますので、汚したり折り曲げ

たりしないでください。 

登録番号 

適用税率 10％ ・ ８％ 

消費税額           円 

納期限 年  月  日 

 領 収 日 付 印     
上記の金額を領収しました。 

掛川市指定金融機関等 
 

上記の金額を収納したので通知します。 

（あて先）掛川市会計管理者 

領 収 日 付 印 

 

   
  

 （注）裏面には、納付場所等を記載する。



様式第26号を次のように改める。 

様式第26号 削除 

  附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 


